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第  ３  号 

平成27年２月19日 

 

株式会社神戸製鋼所 

代表取締役社長  川崎 博也 様 

 

神戸市長 久元 喜造 

「神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画 計画段階環境配慮書」 

についての意見書 

平成 26年 12月 15日付文書により，環境影響評価法（平成９年６月法律第 81号。

以下「法」という。）第３条の７第１項の規定に基づき意見を求められた「神戸製鉄

所火力発電所（仮称）設置計画 計画段階環境配慮書」（以下「配慮書」という。）に

ついて，神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年 10月条例第 29号）第 36条

第１項において準用する第８条の７第１項の規定に基づき，環境の保全の見地から意

見を述べる。 

事業者においては，下記の意見内容を踏まえて，本計画の実施による環境への影響

を可能な限り回避・低減するための措置を講じた上で，既設の発電所，製鉄所及び本

計画の発電所を合わせた大気汚染物質の総排出量等については，少なくとも本市と締

結している環境保全協定の協定値を上回ることのないよう，環境保全対策に万全を期

されたい。 

また，本計画の発電設備については，国の動向や技術開発の最新の状況を注視し，

採用可能な高効率かつ二酸化炭素排出量の少ない設備を導入する等，大量の二酸化炭

素を排出する施設の設置者として，二酸化炭素排出量の一層の低減対策を講じられた

い。 

なお，計画の決定にあたっては，本計画の目的とされている電力の安定供給による

地域への貢献等を含め，最善の計画となるよう引き続き検討を進められたい。 

記 
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１ 全般的事項 

(1) 総論 

本計画は，人口150万人を超える神戸市の住宅地近郊において，合計約130万

kWの大規模な石炭火力発電所を増設する計画であるが，他の発電方法と比べて

地球温暖化等への影響が大きいと言われている石炭火力発電所について，環境影

響評価方法書（以下「方法書」という。）以降の図書には，国等のエネルギー政

策上の石炭火力発電所の位置付け，発電方法・出力等の計画の立案に係る検討経

過等を明示する必要がある。さらに，それらの検討経過等を計画内容と共に，住

民等の関係者に対して分かりやすく説明し，理解を得る必要がある。 

(2) エネルギーの利用の効率化及び二酸化炭素排出量の低減 

事業者は，本計画が国のエネルギー政策の方向性に則していること，関西電力

株式会社に二酸化炭素排出係数の調整を委ねていること等から，二酸化炭素の排

出に関して取り得る対策は限られていると説明しているが，大量の二酸化炭素を

排出する施設の設置者として，二酸化炭素排出量の一層の低減対策を講じる必要

がある。 

ア 高効率な設備の導入 

本計画により設置される発電所は，今後数十年に渡り稼働することが想定さ

れることから，国の動向や技術開発の最新の状況を注視し，発電設備を決定す

る時点において，採用可能な高効率かつ二酸化炭素排出量の少ない設備を導入

する必要がある。 

イ 余熱等の有効利用 

事業実施想定区域全体，さらにはその周辺地域も視野に入れて，発電に伴い

発生する余熱等のエネルギーの有効利用について検討する必要がある。 

ウ 二酸化炭素の回収等 

二酸化炭素吸収源対策や二酸化炭素回収・貯留（CCS）等，今後の技術開発

の進展による新たな対策についても，継続的に検討を進める必要がある。 

なお，CCS については，鉄鋼業界での高炉ガス中の二酸化炭素の回収等に

関する研究や国における研究が進められている現状を踏まえ，事業者としても，

将来の技術の進展に応じ，研究成果の活用に努める必要がある。 

(3) 周辺地域への環境保全対策 
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事業実施想定区域は電力需要地に近接しているため，送電によるエネルギー損

失が少なくなるとともに，電力需要地への安定的な電力供給に資する等の利点が

ある一方，本計画は人口密集地かつ既に発電所及び製鉄所が存在する地域に，新

たに大気汚染物質や温排水等の排出源となる施設を設置するものであることか

ら，周辺住民の生活環境に及ぼす影響には特段に配慮する必要がある。 

こうしたことから，事業実施想定区域全体として環境への負荷の低減を図るた

め，優れた環境性能を備えた最新設備の導入及び効率的な運転管理の実施等，既

設の発電所及び製鉄所を含めた総合的な環境保全対策を実施する必要がある。 

(4) 複数案に係る評価 

本計画における複数案に関しては，煙突の高さについて，120m，150m，180m

の３案を設定しており，大気質及び眺望景観の変化への影響の比較検討を行った

結果，150mが適切であると評価しているが，その根拠が明確に説明されていな

いことから，方法書以降の図書において，評価を導いた根拠を明示する必要があ

る。 

(5) 環境影響評価の実施の方針 

事業実施想定区域においては，既設の発電所の設置の際，環境影響評価及び事

後調査が実施されていることから，これらの調査・予測・評価等のデータをはじ

め，今後の環境影響評価に資する入手可能な環境データを活用し，精度・信頼度

の高い予測・評価を実施する必要がある。 

(6) 災害時の対策 

地震・津波・周辺火災等により，設備の損傷やこれに起因する周辺の生活環境

への影響が生じないよう，災害時における対策についても万全を期する必要があ

る。 

 

２ 個別的事項 

(1) 計画段階配慮事項として選定された項目 

計画段階配慮事項として選定された項目については，現地調査及び文献調査等

により，規制及び環境保全対策技術開発の動向等，最新の情報を確認，整理し，

講じるべき環境保全措置について，引き続き検討するとともに，方法書以降の手

続において，さらに詳細な調査・予測・評価を実施する必要がある。 
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ア 大気質 

石炭の燃焼により，硫黄酸化物，窒素酸化物，ばいじん等の大気汚染物質が

排出されることから，採用可能な最新鋭の排煙脱硫装置，排煙脱硝装置，集じ

ん装置を導入し，大気汚染物質の排出を低減する必要がある。 

なお，微小粒子状物質（PM2.5）について，現時点では拡散状況や寄与濃度

を予測できる精度の高い手法が確立されていないが，国の動向等の最新の知見

の収集に努め，可能な範囲で調査・予測・評価の実施を検討する必要がある。 

イ 動物・植物 

① 海域に生息する動物及び海域に生育する植物（以下「海域の動植物」とい

う。）への影響の予測・評価については，近年の地球温暖化の影響や季節に

よる水温差等の要因も考慮した上で，実施する必要がある。なお，予測・評

価にあたっては，事業実施想定区域の周辺海域に貧酸素水塊が存在している

ことに留意する必要がある。 

② 配慮書によると，事業実施想定区域の周辺海域には，重要な種，干潟，藻

場，サンゴ礁等は存在しないとされているが，水質浄化や動植物の生息・生

育空間の創出を目的として整備している，ポートアイランドⅡ期西側，神戸

空港島周囲，神戸沖埋立処分場東側の緩傾斜護岸において，藻場の形成が確

認されている。このため，これらを含めた海域の現況を調査した上で，予測・

評価を実施する必要がある。 

ウ 景観 

① 景観については，配慮書において示された煙突の高さによる影響だけでな

く，タービン建屋，煙突等の形状及び色彩等の影響を含めて，フォトモンタ

ージュ等を用いた予測・評価を実施する必要がある。 

② 事業実施想定区域内においては，法令に基づく必要な緑化を実施すること

はもとより，良好な景観の創造のための緑化に努める必要がある。 

(2) 計画段階配慮事項として選定されなかった項目 

計画段階配慮事項として選定されなかった項目については，事業特性，地域特

性，住民等の意見及び今後の計画の具体化の内容等を，科学的かつ客観的に分析

した上で，環境影響評価の項目を選定し，必要な調査・予測・評価を実施する必

要がある。 
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ア 水環境 

配慮書においては，海水温の３℃以上上昇域の面積を把握するだけの簡易な

予測に留まっているが，方法書以降の手続においては，地形及び潮流，既存施

設の影響等を踏まえた上で，温排水の拡散予測を実施し，温度上昇分布を詳細

に予測する必要がある。また，既設発電所の稼働後における事後調査等のデー

タを活用し，平面的な拡散予測に留まらず，３次元の拡散予測を実施する必要

がある。 

さらに，拡散予測結果を踏まえ，温排水による水環境及び海域の動植物への

影響について，調査・予測・評価を実施する必要がある。 

イ 温室効果ガス等 

発電所の設置に伴い，事業実施想定区域全体から排出される二酸化炭素の大

幅な増加が見込まれることから，方法書以降の手続において，既設の発電所及

び製鉄所も含めた対策及び二酸化炭素排出量について，調査・予測・評価を実

施する必要がある。 

 


